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看護師の遷延性意識障害患者の観察と対象理解のプロセスの特徴

Characteristics of the Process of Nurses' Observation and Understanding　of 
Patients in a Persistent Vegetative State

要　旨
　目的：遷延性意識障害患者（Persistent Vegetative State：以下、PVS 患者）を看護する看護師は、
どのようにして患者を観察し理解して看護行為に繋げているのか、そのプロセスの特徴を明らかに
する。
　方法：参加観察及びインタビュー法を用いた質的帰納的研究である。
対象者は、PVS 患者専門施設での経験が半年以上の看護師８名である。ベッドサイドでの看護行
為場面を観察した。分析方法は、看護師が PVS 患者を観察し理解して看護行為に繋げていた文脈
を抜き出し、内容分析を行った。
　結果：看護師が PVS 患者を理解するまでには、「知覚」「想起」「目の前の患者の事象と比較や照
合」「新たな患者像を創造」「対象理解」「看護行為の実践」のプロセスがあった。さらに医学的診
断では認識を持たないとされている PVS 患者の情緒的な状態も含めた理解をしていた。
　考察：看護師が患者に直接関わることで、微細な知覚が可能だと示唆された。看護師は PVS の
概念を超え、内的な状態に接近する事で、対象を理解し看護行為に繋げていた。Caper が提唱する

「経験知・倫理知・個人知・審美知」の４つの知が統合されたとき、対象全体を理解できると述べ
ている。よって、４つの知の統合によって、それまで焦点化されなかった PVS 患者の理解が深ま
ることが示唆された。
　キーワード：遷延性意識障害，観察，対象理解，五感，看護技術

Ⅰ．はじめに　
　看護実践は患者の観察から始まり、その観察による
情報収集は、その後の看護実践の質を左右するとも言
われるほど重要な技術である１）。
　看護師の観察する力について、Nightingale は、看
護師には鋭い観察力が必要であり、ただ見つめている
だけでは観察とはいえないとし、事態を正しく見てと
ることの重要性を述べている２）。観察について川島も
目的意識的に見ようという意志を持つことの必要性を

述べ、さらには、人間の知覚をよりどころにした観察
は、情報収集の有力な手段だとし、看護師の感覚で患
者の事象を受け取ることの重要性を述べている３）。
　しかし近年、医療の高度化により看護師が行う観察
方法も変化し、道具を用いて行うことが増えてきてい
る現状がある３）４）。道具は看護実践を助けるためのも
のであり、医療機器の増加に伴い看護師が患者に触れ
る機会が減少している現状に対して川島は、人間が人
間に触れて知ることは、機械が知る以上のことがある
のではないか、と指摘し５）人間の知覚の重要性につ
いて述べている。
　これまでに、看護師の五感を活用した観察の方法に
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焦点を当てた先行研究は小児、精神、認知症患者、産
婦を対象にした看護学分野のものが見られる。これら
の研究で看護師は患者と関わった際、患者の「汗の質
の変化」「顔つき」「語尾」「表情」等を感じ取るとい
った、数値では測定できない質的な現象を、全身を使
い観察していたことが明らかとなっていた。全身を使
った観察は、患者の状態を理解する際、非常に重要な
判断材料になっていたのである６）７）８）９）。以上のこ
とから、看護師自身の身体感覚を活用した観察をする
ことで、より多くの質の高い情報を得ることが可能だ
といえる。
　その中でも、医学的に患者自身が訴えを表出するこ
とが困難とされ、言葉や認識も持たないと言われてい
る遷延性意識障害（Persistent Vegetative State、以
下「PVS」）患者の看護実践で看護師は看護行為を決
定していくのは容易ではない。さらには、患者の返事
や反応がないことで、関わりを持つ看護師達に否定的
感情が生まれていることや、対象理解に困難を抱いて
いる現状があることが報告されている 10）11）。だが、
看護師にはどのような患者に対しても自己の諸知覚を
活用し、患者の変化を知覚していく観察力が必要とさ
れている 12）。特に脳神経系分野においては、患者か
らの応答が不明瞭なこともあり、より一層、看護師の
身体感覚での気づきが求められているのではないだろ
うか。
　そこで本研究では、PVS 患者を看護する看護師は
どのように対象を観察し、理解して看護行為に繋げて
いるのか、そのプロセスを明らかにすることを目的と
した。

Ⅱ．研究目的
　遷延性意識障害患者を看護する看護師は、どのよう
に対象を観察し、理解して看護行為に繋げているのか、
そのプロセスの特徴を明らかにすることである。

Ⅲ．本研究における用語の定義
１．遷延性意識障害患者：脳損傷があり、一人では日

常生活が困難で介助を要する入院患者とする。ま
た、コミュニケーションに関しては、声の発生は
見られても意味のある発語は不可能な患者とする。

２．知覚：視覚・聴覚・触覚・嗅覚等の感覚器官を介
して、患者の「外部」に現れている事象を捉えて
いくこと。感覚と知覚を明確に分けることは難し
く同時に働いている場合が多いとされており、こ

こでは知覚の中に感覚も含める。また、本研究で
は医療器具を介した知覚は含まない。

３．観察：遷延性意識障害患者から現れる事象を看護
師が「知覚」し「解釈・判断」「対象理解」する、
その過程を「観察」とする。

Ⅳ．本研究における対象理解のプロセス
　本研究では「対象理解のプロセス」として、患者を
理解し看護行為に繋げていくまでの一連の流れを、
Wiedenbach 13）及び、薄井 14）を参考に図１の通りと
した。
　まず、患者は自身の内部の状態を「動き・反応」と
して表す。その事象を、看護師は自らの体の感覚（視
覚・聴覚・触覚・嗅覚等の感覚器官）で受け取り、①

「知覚」する。そして、知覚を基に事象の意味を、②「解
釈 / 判断」し「対象理解」をした上で看護行為へと繋
げていく。よって、本研究では看護行為に繋がるまで
の対象理解のプロセスの特徴を明らかにするため、図
１の①、②に焦点を当て明らかにする。

Ⅴ．研究方法
１．研究デザイン
　本研究は、参加観察と２回のインタビュー内容を基
に分析した、質的帰納的研究である。

２．研究対象者
　対象者は、脳損傷で重度の神経症状を後遺した
PVS 患者の専門病院で、①看護の経験が６か月以上
ある看護師、②患者に実施した看護行為に至るまでの
過程や思考を語ることができる看護師を選定条件とし
た。 

図１　本研究における対象理解のプロセス
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３．データ収集方法
　データ収集期間は 2014 年７月～９月で、参加観察
とインタビューを２回実施した。
１）参加観察
　研究参加者は看護師８名である。参加観察日数は看
護師の日勤に各１日ずつである。観察場面は、看護師
が患者のベッドサイドに行き看護行為（清潔・排泄・
食事援助等）を始めた所からベッドサイドを離れる所
までを、一つの看護行為場面（以下、看護場面）とし、
看護師と患者の動作、表情、看護師の声かけに焦点を
当て観察をした。参加観察の観察タイプは Spradley, 
J15）を参考に、原則的に看護場面に同行はするが、行
為には直接参加しない「消極的な参加」の立場とした。
観察した看護師と患者の行動内容はフィールドノート
に記載した。行動内容の記載と同時に看護師の声かけ
を記載することは、データの正確性に欠ける危険性が
あったため、声かけはペン型 IC レコーダで録音した。
参加観察で得られた看護場面数は 25 場面、各場面時
間は１～ 40 分であった。
　また、看護師８名が看護行為を行った患者の条件は、
研究協力施設で使用されている「意識レベルスコア」
にて同一の状態を示している患者とした。
２）インタビュー
　看護師８名に１回 30 ～ 70 分の面接を２回行った。
１回目は、参加観察当日に行い、フィールドノートに
記載した看護場面を基に、看護行為時の患者に対する
認識と自身の思考について聞いた。その後、１回目の
面接内容と参加観察のデータ、看護師の声かけの音声
を合わせて看護場面の再構成をした。２回目の面接は、
参加観察後１～２週間後に実施した。ここでは再構成
を基に看護師の認識や思考とズレが生じていないか、
１回目の面接での不足点や追加で想起された内容の確
認を行った。
３）看護場面の再構成
　参加観察と２回のインタビュー終了後、看護場面の
再構成を完成させた。

４．分析方法
　本研究では、完成させた看護場面の再構成を文章化
したものを分析対象場面（以下、分析場面）とし、看
護師が PVS 患者の事象を知覚し、解釈・対象理解し
ながら看護行為に繋げるといった一連のプロセス（図
１）が含まれていた文脈に焦点を当て抜き出した。そ
の後、佐藤 16）を参考に、次の２段階で分析を行った。

表１　研究対象者の概要

①抜き出した文章から「知覚」毎に分類した。知覚し
た内容を共通性毎に分類した。
②看護行為に繋げるまでの「解釈・判断」「対象理解」
のプロセスの特徴を抽出した。
　なお分析過程では、各分析結果と分析場面の照合を
繰り返し行い、質的研究の専門家によるスーパーバイ
ズを受け信頼性・妥当性の確保に努めた。

５．倫理的配慮
　本研究は、東京女子医科大学倫理委員会（承認番号：
3072）の承認を得て行った。研究対象者の人権擁護、
プライバシーの保護、個人情報保護、参加観察時の安
全確保などの倫理的配慮を行った。同時に研究者が看
護場面を見るため、患者の代諾者へも同様のことを説
明し、病状の変化や緊急の事態が発生した際には、研
究活動を中止し速やかに対処することを伝え、同意を
得た。

Ⅵ．結果　
１．研究対象者の概要　
　対象者８名の概要は、表１の通りである。

　対象者８名が担当していた、患者は全て「頭部外傷
後遺症」、意識レベルは研究施設の指標にて、一人で
は日常生活や意思疎通が困難で意味のある発語が不可
能な患者であった。

２．分析結果
　対象者が PVS 患者を観察し、理解して看護行為に
繋げていたと捉えられた場面は 106 場面抽出された。
場面概要は、清潔援助 34 件、体温管理 23 件、食事援
助 20 件、全身管理 18 件、マッサージ８件、排泄援助
３件であった。
　
１）看護師の「知覚」の特徴
　一つ目の分析結果、看護師の「知覚」について述べる。
看護師は、患者の事象を知覚する時「視覚」「触覚」

「聴覚」「嗅覚」を使っており、事象を単独で知覚して
いる時と、二つ以上の複数の事象を同時に知覚してい
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る時があった。それぞれ知覚した事象の代表例とその
共通性を表２に示す。

　観察時に使われた知覚の特徴について述べていく。
以下、生データを斜字で示す。
　視覚では、内容の共通性から視覚では５つの共通性
に分類された。その内容は、①全身の大きな動きを見
る、②局所の小さな動きを見る、③大きな動きと小さ
な動きを見る、④身体表面や排泄物の性状を見る、⑤
小さな動きと皮膚の質感や色彩を見る、であった。こ
れは、患者の‘ 体がのけぞる ’ 等の大きな動きから‘ 目
がキョロキョロ ’ 等の小さな動きの変化、もしくはそ
の両方を知覚し、体動以外では、‘ 皮膚にカサカサや
赤みがない ’ 等のように、肌の質感や皮膚の色を知覚
していた。
　聴覚では、①突発的な音の性質を身体の部位別に聞
き分ける、といった共通性があった。これは、患者か
ら突然発せられた音であるにも関わらず、その部位を
気管切開部、鼻腔の奥から等と聞き分けていた。また
それらを、‘ グゴォ、グゴォ ’、‘ ん―’ という声と表し
ているように、音の性質をオリジナルの表現で表して
いたことが特徴的であった。
　触覚では①皮膚や筋肉の感触の変化を感じる、②少
しの温度感の違いを感じるであった。これは、‘ 全身
の力が緩んだ ’ 等のように、皮膚や筋肉に直接触れ、
その感触の変化を知覚していた。もう一方、‘ 手が相
当冷たい ’‘ 患者の額や頬、両頸部、前胸部、両下肢、

両足背に触れ、患者の顔からは、ちょっとは違う冷た
さを感じ、足は冷たいと感じた ’ 等といった、皮膚表
面の少しの温度感の違いと身体部位の僅かな違いも知
覚していた。
嗅覚では、①身体からの一瞬の臭いを嗅ぐ、といった
目には見えない事象を瞬間的に知覚していたことがわ
かった。
　加えて、看護師が複数の事象を同時に知覚していた
時、上述した単独の事象を「触覚と視覚」「視覚と聴覚」

「聴覚と触覚」「視覚と聴覚と触覚」といった組み合わ
せで、知覚していた。ただし、捉えた事象が複数の場
合には、新たに知覚された内容も抽出された。その内
容は、①患者から出る音を聞き取りにいき、体の動き
を見る、といった内容であった。これまでに聴覚では、
突発的な音を聞き取っていたのに対し、複数の知覚を
使っている時は患者が、‘ むせてない ’‘ 痰の音がゴロ
ゴロしてない ’ 等、看護師自身が音を聞き取りにいく、
といった聴覚の使い方をしていた。さらに特徴的であ
ったのは、②身体の温度感の感触と室内の温湿度を感
じ取る、といった内容である。これは患者の身体の感
触と同時に、看護師自身の身体感覚を使いながら‘ 室
温が高い ’‘ 湿度が高い ’ 等、患者の療養環境に関連し
た事象を知覚していたこともわかった。そして、看護
師は複数の事象を同時に知覚している時も、単独の時
と変わらず微細な事象の捉え方をしていた。
２）看護行為に繋げるまでの「解釈・判断」「対象理解」
のプロセスの特徴

表２　遷延性意識障害患者の観察における看護師の知覚

使われた感覚 共通性の代表 件数 看護師が捉えた具体的事象の代表
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①看護師が看護行為に繋げるまでの対象理解のプロセ
ス
　看護師が看護行為に繋げるまでの対象理解のプロセ

　ここからは、date1 を使用し述べていく。
　看護師は１段階目では‘ 患者の目が正面に向き、顎
も後屈してない ’ ことを「知覚」をしていた。２段階
目では「知覚」したことを基盤にして、‘ 緊張してい
る時は目が上方に向き眼振がある ’ と、これまでの患
者と関わった経験の中から緊張している時の患者特有
の傾向を「想起」していた。３段階目では、患者の緊
張状態の有無を探るため、想起した事象と‘ 今はそれ
が無く顎も後屈していない ’ とのように、「 目の前の
患者の事象をと比較・照合」をしている。この時、‘ 腕
が伸び、手から力が抜けた ’ という新たに知覚した事
象も追加している。４段階目では、ここまでに得てき
た「情報を統合し新たな患者像を創造」する段階にな

スについての代表例を date1 から date16 として、表
３に挙げる。

り、看護師は、統合した情報から患者は‘ 緊張が無い ’
状態だと、最新の患者像を創りだしていた。５段階目
では患者が緊張をしていない状態であることは、‘ リ
ラックス ’ 状態であると「対象理解」を深めている。
これは、PVS 患者は医学的診断では認識をもたず、
何も感じないとされている患者に対し、まるで感情や
情緒的な一面があるかのように理解を深めていった。
このことから、前段階よりも対象理解が深まっている
ことが明らかとなった。６段階目では「看護行為の実
践」として、‘ 手浴を続けても大丈夫 ’ と判断し看護
行為を継続している。そして再度、患者の反応を見て、
新たな事象を「知覚」していくことで同様のプロセス
が繰り返されていくことが明らかとなった。

代表的な一つのプロセス

表３　看護行為に繋げるまでの対象理解のプロセスの代表例
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　よって、看護師が対象理解をしていくプロセスの共
通性を抽出した結果、「知覚」「想起」「目の前の患者
の事象と比較・照合」「情報を統合し新たな患者像を
創造」「対象理解」「看護行為の実践」の６段階がある
ことが明らかとなった。（図２）

②「想起」された内容の特徴
　看護師の対象理解のプロセスの中で特徴的な段階だ
ったと言えるのは、２段階目「想起」である。ここで
は、過去に患者との関わりの中で知覚したことのある
事象を想起していた。その想起された内容の共通性は、
表４に示す６つに分類された。
　想起されたのは、患者は‘ 体温が下がると、ちょっ
と顔も冷たくなるのと手足が冷たくなる’ といった「患
者オリジナルの傾向」を始め、‘ この臭いが久しぶり
に臭う ’ という「久しぶりの事象」や、‘ 昨日の吸引
後にもカニューレ上方からゴロゴロとした音を聞い
た ’ の「昨日までの直近に知覚した事象」、‘ それまで
の口の動きを想起 ’ 等の「その日に知覚した事象」、
さらに‘ 受傷前から冷え症 ’‘ 前立腺肥大 ’ 等の「元か
らある患者の体質」「既往歴」等といった様々を想起し、
次のプロセスに進んでいたことが明らかとなった。

Ⅶ．考察
　看護師は患者から表れている事象を知覚すること
で、観察を開始していた。そこでまず、患者の事象を

「知覚」する看護師の能力について考察をする。
１．対象の事象を知覚する看護師の能力
　本研究で看護師は視覚、聴覚、触覚、嗅覚を使い患
者の事象を知覚していた。
　視覚では、看護師は患者の体の形状や動き、分泌物

の性状、皮膚の色彩を知覚していたことと、これらの
事象を複数同時に知覚していることが明らかになっ
た。人間は目的意識的に、「見よう」という意志を持
たないと見えない、とも言われていることから３）、視
覚での観察は患者のことを見ようという意思を伴った
行為であったと言える。聴覚では、看護師は患者の‘ ゔ
―’ という声、‘ 痰の音がゴロゴロしてない ’ 等の言葉
以外の音を聞き取っていた。この音の捉え方は「周辺
言語」だと言える。周辺言語とは、口頭によるすべて
の手がかりを含むものとされ 18）、聴覚によって聞き
取れる音声の全てを指す。本来、聴覚は人とのコミュ
ニケーションに使われるが 17）、本研究では対象患者
が PVS 患者であるため、患者から発せられた音自体
は意味を持たない。しかしそれでも、看護師が患者か
ら発せられる音を聴き取っていたことは、能動的な働
きであったといえる。触覚は外界で出会ったものの形
体、質感、湿り気、柔らかさ、硬さ、熱伝導率などを
キャッチすることが可能で、機器が測れる限界をはる
かに超えた微妙な凹凸や大きさを感じ取れるといわれ
ている 17）。本研究結果でも‘ ちょっととは違う冷たさ ’
といった、患者の皮膚の微細な質感や温度感を知覚し
ており、これは人間が人間に触れて知ることは、機械
が知る以上のことがある５）と、述べられていること
を示唆していると考えられた。嗅覚では、患者の「口
腔内から経管食の臭い」を嗅いでいた。嗅覚は、その
臭いに関連する体験や連想に基づいていることであり
19）17）、これは看護師が過去にも患者から同様の臭いを
嗅いでいたことで捉えることが可能であったといえる。
看護師の観察について川島は、看護実践の第一歩は観
察から始まり、観察するにあたってはまず、感覚で患
者をキャッチしなければならない。そして看護師の知
覚をよりどころにした観察は、情報収集の有力な手段
だと述べている３）。Nightingale も、看護師の観察に
ついて、病人をただ見つめるだけでは観察といえな
い。眼で見ること（to look）は必ずしも見てとる（to 
see）ことではないと述べている２）。
　本研究結果では、看護師は自らの五感を使い患者の
事象を感じ取っていた。看護師によって知覚された事
象は人間の感覚でしかわからないような微細な動きや
皮膚の質感、ごく僅かな身体の変化など多岐にわたっ
ていた。このことからも患者を理解しようとした目的
を伴っており、それは能動的な行為であったといえる。
そして、能動的な行為であったからこそ、より豊かに

 
 

 
図２　対象理解が深まり看護行為に繋げていくまでの
　　　プロセス

①知覚

②想起

⑤対象理解

⑥看護行為の実践

③目の前の患者の
事象と比較・照合

④情報を統合し
新たな患者象を創造
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情報を得ることが可能だったと考えられる。よって、
看護師の知覚で得た情報は、対象を理解していくため
の重要な要素であったと示唆された。

２．知覚から対象理解までを結びつける働き
　次に、「知覚」から「対象理解」のプロセスを結び
つけていた働きについて考察する。
　看護師が知覚した事象を基に、「想起」していたこ
とはこれまでにも述べてきた。想起とは、前に持って
いた知識や、感覚印象を再び見出すことで、思い出そ
うとするものを記憶されているものの中から探し、意
のままに見出す「意思的な努力」20）だと言われている。
本研究結果でも、（date １）‘ 患者の目が正面に向き、
顎も後屈してない ’ ことを「知覚」した後、‘ リラックス ’
状態だと理解するまでに、‘ 緊張している時は目が上
方に向き眼振がある ’ ことを「想起」し、‘ 今はそれ
が無く顎も後屈していない ’ と、「目の前の患者の事
象と比較・照合」するといった、一連のプロセスを辿
っていた。これは、看護師が想起する事象に対して「意

思的な努力」を働かせることで、「想起」する患者の
過去の事象を自らの意思で選択していたと考えられた。
次に看護師が「知覚」と「想起」した事象を併せて「情
報を統合し新たな患者像を創造」するといったプロセ
スの中で、’ 緊張が無い ’ という、最新の患者像が創
られていた。ここまでには「想像力」が働いたと考え
られた。想像力とは、知覚と思考の仲立ちをし、すべ
ての認識は想像力によって働きかけられる 20）、と言
われ、本研究結果でも「知覚」と「対象理解」のプロ
セスが結びついていたことから「想像力」が働いてい
たと考えられた。

３．対象理解が深まるための４つの知
　看護師は、自身の身体で直接知覚した事象から過去
の患者との経験を想起し、さらには想像力を働かせる
ことで、現前の患者の状態を‘ リラックスしている ’‘ と
ても穏やか ’‘ 腹痛はない ’‘ 疲れている ’ 等といった、
内的な状態に接近した理解をして看護行為に繋げてい
た。この「遷延性意識障害」の一般的概念を超えた、

表４　想起された内容の共通性

代表的な一つのプロセス
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対象理解の仕方は Carper の提唱する４つの知の中の
「審美知」的な理解だと考えられる 21）。「審美知」とは、
内面で創造を生み出すことによって、その瞬間におけ
る限界や条件を超えて理解でき、言葉や概念を超えた
次元での交流が可能であることを示唆するものである
22）。よって、どのような状況でも、対象を理解し関係
を深めていく中で「審美知」は重要な知だと言える。
　一方 Carper は、その他の知として「経験知」「倫理知」

「個人知」があるとも提唱している。これらの知は「審
美知」を含めた「知」が相互に関係し合い統合された
とき、初めて全体としてホリスティックな理解をする
ことができるとも述べている 21）。Carper の４つの知
を発展させた Chinn ＆ Kramer によれば、「経験知」は、
知覚を基盤とした経験に基づき観察された出来事や対
象の解釈であると言われ 22）、「倫理知」では、看護に
おける道徳的な側面を扱い正しい選択肢を選べるよう
方向性を導くもの、「個人知」は、他者との関わりに
おいて概念的ではなく、一人の人間としてむかい合い
人間的な関わりを導くことだと述べている 23）。
　本研究結果でも対象のことを「遷延性意識障害患者」
としての概念を超え、一人の意思を持った「対象」と
しての理解の仕方であったことからも、PVS 患者で
あっても、看護師が直接知覚したことを出発点に想像
力を働かせ、４つの知が統合されることにより、対象
理解への視座が広がりを持つことが示唆された。

Ⅷ．本研究における限界と今後の課題
　本研究では、看護師の看護行為と患者の動作を研究
者だけの視点で捉えていることから、全ての動作が拾
いきれていない可能性がある。看護師へのインタビュ
ーにおいても、看護行為直後ではないことから語る時
点で多少の変化がある可能性もある。また今回は、８
名の看護師といった限られたデータ数であったため、
今後、さらなるデータ数を集め看護師の暗黙知や経験
知を明らかにすることが課題である。
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